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原告団事務局 〒920-0024 金沢市西念3-3-5 フレンドパーク石川5F ℡（076）261-4657（発行責任者 堂下健一）

安倍政権発足以降、原発再稼働路線が強化され、将来的な原発ゼ

ロの方針さえも覆されてしまいました。これに対し、脱原発を求め

る運動の側にかつての勢いは薄れ、参加者数も伸び悩み気味です。

厳しい状況ですが、予想されたことでもあります。なぜなら安倍政

権が掲げる悪政は原発再稼働にとどまらず、集団的自衛権の行使容

認や靖国参拝、秘密保護法の制定、教科書検定制度の改悪、労働者

保護ルールの規制緩和、生活保護制度の改悪などなど、枚挙にいとまがありません。脱原発の

闘いに結集した多くの市民がそれぞれのホームグラウンドに戻って、闘いの再構築を迫られて

います。原告・サポーターのみなさんも同様ではないでしょうか。これは運動の衰退ではなく、

戦線の拡大です。安倍政権打倒に向けた運動が総体として後退しない限り、私は悲観論の立場

には立ちません。

この間の運動の成果を確認できる指標の一つに、世論調査があります。段階的削減を含めて

脱原発を支持する人は震災直後から７割前後で推移しており、昨年９月15日に原発ゼロが復活

した後は再稼働反対が６割を占めて、脱原発実現に向けた世論はより強固になっています。

私たちの訴訟では、ようやく北陸電力から敷地内断層に関する準備書面が提出されました。

原告弁護団はいよいよ本格的な立証に入ります。規制委員会の調査も始まり、今後、活断層を

巡る議論が活発化していきます。

訴訟の展開を踏まえつつも、私は原発問題を活断層に収斂させるべきではないと思っていま

す。原告団としてはより多面的に原発批判を展開し、圧倒的な再稼働反対の世論に幅や厚みを

加えていく立場で臨んでもいいの

ではないでしょうか。この間の意

見陳述でも、私たちはあらゆる角

度から原発を否定してきました。

福島原発事故を安全神話による

人災と断罪した道永麻由美さん。

福島からの避難児童を担任した経

験から、放射能に脅かされない生

活を訴えた常盤亜左子さん。阿武

隈山系での豊かな里山暮らしを断

ち切られた悲しみと怒りを訴えた

再稼働反対再稼働反対再稼働反対再稼働反対のののの声声声声をををを結集結集結集結集しししし、、、、志賀原発廃炉志賀原発廃炉志賀原発廃炉志賀原発廃炉をををを実現実現実現実現しようしようしようしよう！！！！
原告団長 北野 進

↑ 「さよなら志賀原発集会」の後、金沢市内をデモ行進する参加者 2013/9/28
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浅田真理子さん。原発事故後の大混乱と会津と金沢を往復する暮らしを語った宮田秀晴さん。

原発防災運動の経験から、未来への責任を説いた雄谷健一さん。倫理で原発を止めるドイツと、

お金を理由に止められない日本を対比させた古河尚訓さん。福島原発事故の責任の一端は司法

にもあると指弾した角三外弘さん。事故に加えその後の除染（移染）でも生き物と共生する暮

らしが根こそぎ奪われていると、被災地の現状を語った浅田正文さん。

わが原告団はさまざまな運動の現場を抱えて闘うつわもの揃いです。それぞれの拠点から志

賀原発に対して矢を放ち、廃炉に追い込みましょう。

志賀原発訴訟は平成24年６月の提訴からまもなく２年になろうと

しています。この間に弁護団は当初の27名から39名へと大幅に増

え、新しく弁護士登録された若手が即戦力として活躍しています。

これまで原告は訴状から第18準備書面まで、合計19の書面で主

張を行っています（３月末現在）。今後いくつかの主張を追加し、この夏ごろには原告からの主

な主張を終える予定です。これからは被告北陸電力から反論の主張が出されることになり、必

要に応じて原告からも再反論を行います。

弁護団としてはできるだけ早く主張のやりとりを終え、Ｓ-１断層や富来川南岸断層に関す

る専門家の証人尋問などの立証に入りたいと考えています。それには２つの理由があります。

ひとつは福島原発事故の記憶を風化させないためです。私たちの訴訟でも、第二次提訴の原

告５名はいずれも福島県から避難された方々です。昨年３月および本年２月の口頭弁論では避

難者の方による意見陳述が行われ、原発事故によって何が失われたか、今後どうあるべきかな

ど熱く語っていただきました。私たちの訴訟は、これらの方々の思いものせています。

もう一つは再稼働への危惧からです。志賀原発では未だ再稼働のための申請がなされておら

ず、全国的に見ればその審査は遅くなることが確実です。しかし、第１号ともいわれる川内原

発（九州電力）の審査において、福島原発事故後における原発再稼働の道筋がつくことにでも

なれば、他の原発の審査も定型的になされる怖れがあり、判決（少なくとも第１審）の前に志

賀原発が再稼働されることが危惧されます。そのためにも、早期の訴訟進行を目指しています。

全国各地で原発運転再開を止めるための訴訟が提起されていますが、最も早い進行となって

いるのが福井地裁に係属中の大飯原発の訴訟です。この訴訟は３月27日に結審し、５月21日

には判決が出される予定です。福島原発事故の惨状を目にした上での裁判所による初めての判

決であり、当弁護団としても注目しています。また大間原発（青森県）では、対岸の函館市が

地方自治体として初めて原告となり、建設停止などを求めて４月３日に訴訟が提起されました。

原発を運転させないための闘いは、住民から行政にまで広がりをみせています。

私たち弁護団はこれからも全国各地の弁護団と連携を図りながら、志賀原発の廃炉を目指し

て全力を尽くします。みなさまのご支援をよろしくお願いいたします。

一日一日一日一日でもでもでもでも早早早早いいいい差止差止差止差止めめめめ判決判決判決判決をめざしてをめざしてをめざしてをめざして
弁護団事務局長 中田 博繁
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富山県平和運動センターは官公労６産別

と民間10産別が加盟し、県内5ブロック協

議会・20地区連絡会で構成されています。

また「憲法擁護富山県民連合」「原水爆禁止

富山県民会議」「９条をまもり憲法をいかす

富山県民会議」「みんなで教育を考える富山

県民会議」「富山県勤労者協議会」「食とみ

どり・水を守る富山県民会議」の事務局も

兼ねており、この間、月一度の街頭宣伝・

ビラ配布行動、２ヶ月に一度の集会・デモ

活動を地道に進めてきています。

3.11の過酷事故後には、原子力政策の見直しを求める富山県行動実行委員会（12団体）を

作り、富山県知事・北陸電力との交渉、北電前の座り込み行動、シール投票、署名活動などを

行なっています。とくに5月以降、北電前での座り込みは毎週水曜日正午から行い、脱原発と

志賀原発廃炉を求め、歌あり、演説あり、詩の朗読あり、喫茶ありとにぎやかにやっています。

また、経産省前で行われた「原発いらない福島の女たち100人の座り込み」に連帯して、県知

事へ要望書を提出するとともに、県庁前噴水公園に3日間の座り込みも実施しました。

「原発も基地もない富山だからこそ、脱原発・反基地に向けて立地県と連携しながら取り組み

を強化していかなければならない。とりわけ志賀原発は、石川と富山の力で何としても廃炉に

しなければならない」という意思統一のもと、志賀原発運転差し止め訴訟には原告団として26

名が参加し、構成組織・市民団体など多くの方がサポーターとなって支えています。また、こ

の間の中央集会はもとより、北信越ブロッ

クでの脱原発集会にも積極的に参加してい

ます。原発事故から2年目の3月には新潟

大学名誉教授の立石雅昭さんを、3年目に

は福島出身の講談師の神田香織さんを講師

に迎えて600人規模の講演会を開催し、結

集した参加者とともに、北電本社前で志賀

原発の再稼働に反対するアピール行動も実

施しました。

（富山県平和運動センター 湊谷 茂）

「志賀原発を廃炉に!訴訟」総会に参加しましょう!!

◇日時 ５月13日（火）午後６時～総会 ７時～記念講演

◇会場 石川県地場産業振興センター 本館３Ｆ第5研修室（金沢市鞍月2-1）

◇講演 『志賀原発は地震に耐えられるのか』武本和幸さん（原発反対刈羽村を守る会）

↑北電本社前で廃炉を訴える参加者たち 2014/3/9
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「志賀原発を廃炉に!訴訟」のための費用はすべて、

原告･サポーターのみなさんのカンパによって支え

られています。４月から2014年度に入りました。

新年度の会費を納入くださいますよう、よろしくお願いいたします。

◇金額…原告は1口3,000円、サポーターは1口1,000円（それぞれ1口以上）です。

◇納入方法…下記いずれかの方法でお願いします。

➊ゆうちょ銀行の払込取扱票を使って送金（手数料は80円）する。

➋ゆうちょ銀行の総合口座からATMで送金（送金先口座No13160-13252131）する。

➌北陸労働金庫本支店口座からATMで送金（送金先口座No3610225）する。

※口座名は➊➋➌ともに「志賀原発を廃炉に 訴訟原告団」です。

➍原告団総会会場（5月13日／石川県地場産業センター）で受付担当者にお渡しください。

➎労組など組織として加入している方は、所属組織の指示にしたがって納入ください。

◇該当に○印を

・私は〔 原告・サポーター・その他 〕

・お金は〔 年会費・カンパ・その他 〕

※年会費は原告1口3千円、サポーター1口千円（各1口以上）

写真で綴る活動の記録


